


公文書は必ず所定の文書ファ
イルに綴じましょう。その際には
クリップを外しましょう。

文書を発送（メールも含む）ま
たは保護者等に配付する場合
は、事前に起案し決裁をうけま
しょう。起案した文書は文書ファ
イルに綴じましょう。

諸手当や共済組合の被扶養者
の認定、年末調整等はすべて
本人からの申請によるもので
す。自分自身のことをしっかり
把握して、変化があった際には
すみやかに手続しましょう。

休暇を取得する際は、あらかじ
め休暇簿で申請しましょう。休
憩時間の途中からまたは途中
まで年休を取る場合は休憩時
間を外して申請します。

旅行命令は出張の前に、復命
は出張後すみやかに記入、提
出しましょう。直行直帰（自宅発
着）するには承認要件を満たす
必要があります。よくご確認を。

自家用車公用使用申請書に記
載してある保険期間等が切れ
た場合は、すみやかに申請しな
おしてください。(切れた状態で
は、自家用車で出張することは
できません。）

備品については、前年度予算
要望時に要望し、予算が通った
ものしか購入できません。10月
頃に次年度希望備品を聞きま
すので、長期展望を持って考え
ておいてください。

消耗品については、在庫がある
物は自由に使われて結構です
が、無くなる前に一声おかけく
ださい。(持ち出したものは所定
の位置に戻しましょう。）

学校にある物品は、保護者から
の徴収金や町民の税金で購入
されています。前年踏襲ではな
く、本当に必要なものなのか？
無駄にしていないか？考えてみ
ましょう。

立替払いする際に、ポイント
カードやクレジットカード等を使
用しないこと。ポイント分を着服
したとみなされます。（図書カー
ド等の使用もマネーロンダリン
グとみなされます。）

「お金のかかる」行事をする際
には、事前に(企画前に)事務
職員に相談ください。（講師謝
金や旅費、まとまった消耗品
等、事前に分かればお金の出
所がある場合も、、、）

燃えるゴミ以外は、事業所ゴミ
として年に数回しか回収されま
せん。弁当がらやペットボトル
等、個人のゴミはお持ち帰りく
ださい。

年度初めに再確認！！
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